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自然汚染・ 
他者汚染分 

自己汚染分 

義務者存在休廃止鉱山 

融資（坑廃水処理分） 

セメント工場 セメント工場 セメント工場 セメント工場 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 

融資(鉱害防止工事分) 

国 ： ３/４負担         
地方公共団体 :１/４負担 

国 ： ３/４負担         
地方公共団体 : １/４負担 

融資（拠出金分） 

セメント工場 セメント工場 セメント工場 

義務者不存在休廃止鉱山 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 

稼行鉱山 
積立 取り戻し 
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拠出 

鉱害防止積立金 
【特措法第７条】 

鉱害防止事業基金 
【特措法第12条第２項】 

鉱害防止事業の分類と支援措置 
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